
  

大阪市後期高齢者医療保険料の仮徴収期間の特別徴収に関す

る要綱 

 

制定 平成 21年１月 30日 

 

１ 趣旨 

  この要綱は、別に定めがあるもののほか、４月期、６月期及び８月期（以下「仮

徴収期間」という。）に行われる後期高齢者医療保険料の特別徴収に関し必要な事

項を定めるものとする。 

 

２ 前年度の特別徴収に引き続いて仮徴収期間に行われる特別徴収 

（１）前年度の２月期に特別徴収が行われている場合の翌年度の仮徴収期間の特別徴 

収 

   前年度の２月期に特別徴収が行われている場合、高齢者の医療の確保に関する

法律（昭和 57年法律第 80号）第 110条において準用する介護保険法（平成９年

法律第 123号。以下「準用介護保険法」という。）第 140条第１項及び第２項又は

高齢者の医療の確保に関する法律施行令（平成 19年政令第 318号。以下「施行令」

という。）第 28条第１項若しくは第 29条第１項において準用する介護保険法第

140条第１項及び第２項の規定に基づき、翌年度の仮徴収期間において引き続き

特別徴収を行う。 

（２）前年度に引き続いて特別徴収が仮徴収期間に行われる場合に各老齢等年金給付

において特別徴収される額 

   前年度に引き続いて特別徴収が仮徴収期間に行われる場合の特別徴収額は、次

に掲げる規定に定めるところにより算定する。 

  ア 準用介護保険法第 140条第１項及び第２項 

  イ 施行令第 28条第１項又は第 29条第１項において準用する介護保険法第 140

条第１項及び第２項 

  ウ 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則（平成 19年厚生労働省令第 129

号。以下「施行規則」という。）第 110条 

  エ 大阪市後期高齢者に関する条例（平成 20年大阪市条例第 40号。以下「後期

高齢者医療条例」という。）第７条 

 

３ 仮徴収期間の特別徴収開始 

（１）特別徴収開始の対象者 

    特別徴収開始の対象者は、次に掲げる規定に定めるところにより判定する。 

ア 準用介護保険法第 134条第４項から第６項まで 

イ 準用介護保険法第 135条第３項 



  

ウ 施行令第 23条 

（２）仮徴収期間の特別徴収の開始を依頼しない者 

ある年度の保険料について大阪府後期高齢者医療広域連合条例（以下「広域連

合条例」という。）第 18条の規定による保険料減免決定（以下「減免決定」とい

う。）を受けた者について、その年度の翌年度において仮徴収期間の特別徴収の開

始を新たに行う場合は、準用介護保険法第 135条第３項に規定する特別な事情が

あるものとして、同項に規定する特別徴収の方法による徴収を行わないものとす

る。 

（３）各老齢等年金給付において特別徴収する保険料額 

ア 各老齢等年金給付において特別徴収する保険料額は、次に掲げる規定に定め

るところにより算定する。 

（ア） 準用介護保険法第 135条第３項及び第４項 

（イ） 施行規則第 101条 

（ウ） 施行規則第 111条及び第 112条 

（エ） 後期高齢者医療条例第５条 

イ 前年度の途中で大阪府後期高齢者医療広域連合において後期高齢者医療制度

の被保険者資格を取得した者について、施行規則第 101条第１項第１号から第

３号までの規定を適用する場合、同号に規定する１以上 12以下の範囲内におい

て市町村が定める数は、その者が前年度に大阪府後期高齢者医療広域連合にお

いて資格を有していた月数に相当する数とする。 

（４）対象者の判定及び各老齢等年金給付において特別徴収する保険料額の算定 

各偶数月の基準日時点において、大阪市後期高齢者医療システムにより、自動

判定・算定する。 

 

４ 仮徴収期間の特別徴収停止 

（１）特別徴収停止通知書の送付対象者 

  ア 特別徴収の停止を依頼する者 

    特別徴収の停止を依頼する者は、次に掲げる規定に定めるところにより判定

する。 

（ア） 準用介護保険法第 138条第１項 

（イ） 施行令第 28条第１項又は第 29条第１項において準用する介護保険法

第 138条第１項 

（ウ） 施行令第 30 条第１項、第 31 条第１項又は第 32 条第１項において準

用する介護保険法第 138条第１項 

（エ） 施行規則第 106条 

  イ 特別徴収結果ＮＧ者 

上記アに定めるもののほか、特別徴収されることとなっていた月期の翌月に、



  

年金保険者から特別徴収できなかった旨が通知された者 

（２）保険料減額変更決定等があった場合の特別徴収の停止 

   次のいずれかに該当する場合は、準用介護保険法第 140条第３項において準用

する介護保険法第 138条第１項又は施行令第 28条第１項若しくは第 29条第１項

において準用する介護保険法第 140 条第３項において準用する介護保険法第 138

条第１項及び施行規則第 106条第６号並びに準用介護保険法第 140条第２項又は

施行令第 28 条第１項若しくは第 29 条第１項において準用する介護保険法第 140

条第２項の規定に基づき、６月期又は８月期の特別徴収の停止を年金保険者に通

知する。 

ア ある年度の保険料について減免決定を受けた者が、その年度の翌年度におい

て引き続き仮徴収期間の特別徴収が行われる場合 

イ ある年度の保険料について、２月期の特別徴収停止依頼期限後に保険料減額

変更決定を受けた者が、その年度の翌年度において引き続き仮徴収期間の特別

徴収が行われる場合で、次のいずれかに該当するとき 

   （ア） 広域連合条例第 14条第１項第１号から第３号までの規定又は附則第６

条第１項、附則第６条の２第１項若しくは附則第 10条第１項の規定の適

用を受けていない者が、広域連合条例第 14条第１項第１号から第３号ま

での規定又は附則第６条第１項、附則第６条の２第１項若しくは附則第

10 条第１項の規定の適用を受けることにより、当該保険料減額変更決定

が行われるとき 

   （イ） 広域連合条例第 14条第１項第４号の規定の適用を受ける者が、同項第

１号から第３号までの規定又は附則第６条第１項、附則第６条の２第１

項若しくは附則第 10条第１項の規定の適用を受けることにより、当該保

険料減額変更決定が行われるとき 

   （ウ） 広域連合条例第 15条第１項（附則第４条第１項、附則第８条第１項又

は附則第 11 条の規定の適用を受ける場合を含む。）の規定の適用を受け

ることにより、当該保険料減額変更決定が行われるとき 

ウ ある年度の保険料について２月期の特別徴収停止依頼期限後に減免決定を

受けた者が、その年度の翌年度において引き続き仮徴収期間の特別徴収が行わ

れる場合 

（３）対象者の判定 

各月の基準日業務終了時点において、大阪市後期高齢者医療システムにより自

動判定する。 

なお、施行規則第 106条第６号に該当するものについては、その都度別に決定

する。 

 

５ 特別徴収開始通知書及び停止通知書 



  

（１）特別徴収開始通知書 

仮徴収期間の特別徴収開始に係る大阪市後期高齢者医療に関する規則（平成 20

年大阪市規則第 86号。以下「後期高齢者医療規則」という。）第３条第１項に規

定する通知の所定の様式は、第１号様式のとおりとする。 

なお、上記様式は、大阪府後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条

例施行規則（平成 20年大阪府後期高齢者医療広域連合規則第４号）第 20条第２

項の規定による大阪府後期高齢者医療広域連合における後期高齢者医療保険料仮

徴収額決定通知書と一体型とする。 

（２）特別徴収停止通知書 

仮徴収期間の特別徴収停止に係る後期高齢者医療規則第３条第２項に規定する

通知の所定の様式は、第２号様式のとおりとする。 

 

６ 施行日 

  この要綱は、平成 21年２月１日から施行する。 

この要綱は、平成 22年４月１日から試行する。 



第１号様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後期高齢者医療保険料 仮徴収額決定通知書 

 
あなたの   年度分の後期高齢者医療保険料の仮徴収額を次のとおり決定しましたので、通知します。 

なお、この通知書については、          時点で作成しています。 

 

被保険者番号                 

被保険者氏名  

住    所 
 

 
 

決定年月日  

決 定 理 由  

 

◎保険料算定の基礎                                 

①保険料算定のもととなる所得金額 ②所得割率 ③所得割額（①×②） ④均等割額 ⑤算出額（③＋④） 

     

⑥所得割軽減額 ⑦均等割軽減額 ⑧限度超過額 
⑨年保険料額 

（⑤－⑥－⑦－⑧） 
⑩仮徴収月数 

⑪仮徴収額 

（⑨×⑩） 

      

 

 

後期高齢者医療保険料 特別徴収開始通知書 

 

あなたの後期高齢者医療保険料の特別徴収を次のとおり開始しますので、通知します。 

なお、この通知書については、            時点で作成しています。 

 

被保険者番号                 

被保険者氏名  

住    所 

 

 

 

決定年月日  

 
年 金 保 険 者  

対 象 と な る 年 金  

特別徴収が開始される月  

 
◎   年度 期割仮徴収額 特別徴収額（円） 

４月期 ６月期 ８月期 合計 

    
 

 

備考 裏面にこの通知書の記載事項に不服がある場合における救済の方法及び取消訴訟を行う場合の被告とすべき者、出訴

期間等を記載する。 

大阪府後期高齢者医療広域連合長 公
印 

◎後期高齢者医療保険料 

 仮徴収額 

大阪市長 
公
印 



第２号様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
大阪市長 

 
 

後期高齢者医療保険料 特別徴収停止通知書 

 

 

あなたの後期高齢者医療保険料の特別徴収を次のとおり停止しますので、通知します。 

なお、この通知書については、           時点で作成しています。 

 

 

被保険者番号                 

被保険者氏名  

住    所 

 

 

 

決定年月日  

決 定 理 由  

 
年 金 保 険 者  

対 象 と な る 年 金  

特別徴収が停止される月  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 裏面にこの通知書の記載事項に不服がある場合における救済の方法及び取消訴訟を行う場合の被告とすべ

き者、出訴期間等を記載する。 

 

 

公
印 


